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  令和7年3月12日

                        分任契約担当官

                        陸上自衛隊海田市駐屯地

                        第３５０会計隊長  松尾　文親

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

5QG210501920 5RMC1AK0007

ST1.00

陸上自衛隊海田市駐屯地　安芸宿舎

令和7年4月1日（火）～令和8年3月31日（火）厚生班　宿舎係　内２３２８

陸上自衛隊海田市駐屯地業務隊　厚生科

0001

数 量

２　競争参加資格

　　次のいずれかであること

　　全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

　　ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所

　　陸上自衛隊海田市駐屯地　第３５０会計隊事務室

　　中部方面会計隊ウェブサイト（https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/）

４　説明会及び入札執行の日時場所

　　説明会日時場所：実施しない

　　入札日時場所　：令和7年3月27日（木）8時30分　第350会計隊入札室（１号庁舎１階西側）

５　保証金

　　入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式

　　落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項

　　別紙のとおり

21公告

１　入札事項

公 告

安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水道検査及び貯水槽清掃・点検

仕様書のとおり



別紙

１  競争入札に付する事項

  (1) 件　　名：

  (2) 規　　格： 仕様書のとおり

  (3) 数　　量： 1　ST

  (4) 場　　所： 陸上自衛隊海田市駐屯地　安芸宿舎

  (5) 納　　期：

２  競争に参加する者に必要な資格に関する事項

　　　次の各項目のすべての条件を満たす者

  (1) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、

　　契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　(2) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

　(3) 令和７・８・９年度、競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」 Ｄ等級以上 の資格を有し、

　　　かつ、競争参加地域が「中国」を含む者。

  (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続

　　　している有資格業者については、競争参加を認めない。

  (5) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する

　　よう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。

  (6) 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。 

  (7) 契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

  (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停

　　止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

  (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買

　　又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

　(10)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名

　　　停止権者が認めた場合には、この限りでない。

３  契約条項等を示す場所

  　入札資料等は、下記に示す期間、陸上自衛隊海田市駐屯地第３５０会計隊　契約班窓口において配布します。

　　令和７年３月１２日（水)～令和７年３月２７日（木)（土曜日曜祝日を除く０９時００分～１６時００分）

４  適用する契約条項

　　駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

（1）基本契約条項

　　 役務請負契約条項

（2）特約条項

　　ア談合等の不正防止に関する特約条項

　　イ暴力団排除に関する特約条項

５  入札説明会及び競争入札執行の場所及び日時

　(1) 入札説明会　　　　　：　　実施しない。

　(2) 入　　　札　　　　　　　　　

　　　　ア　場　　所　　　：　　陸上自衛隊海田市駐屯地　入札室（１号庁舎１階）
　　　　イ　日　　時　　　：　　令和７年３月２７日（木）８時３０分から

６　保証金等に関する事項

　(1) 入札保証金　　　　　：　　免　　　除

　(2) 契約保証金　　　　　：　　免　　　除

　(3) 違　約　金　　　　　：　　落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が

　　　　　　　　　　　　　　　　契約締結に応じないものとみなし、落札価格の１００分の５に相当する金額を違約金と

　　　　　　　　　　　　　　　　して徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上の金額

　　　　　　　　　　　　　　　　を違約金として徴収します。

７  入札方法

  　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の

　端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の

　課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００を記載してください。

　

安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水道検査及び貯水槽清掃・点検

7.4.1～8.3.31



　　 別紙

８  入札の無効

　(1)  第２項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

　(2)  入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた

　　　 場合、当該入札者が提出した入札

　(3)  入札に関する条項に違反した入札

　(4)  民法の規定により無効とされる入札

　(5)  入札書に記名押印がない入札、また入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札 

　(6)  入札書に記載した金額が訂正された入札及び入札書の金額数字が不鮮明な入札

　(7)  他の入札者の代理人を兼ねた者の入札

　(8)  二人以上の入札者の代理をした者の入札

　(9)  委任状を持参しない代理人のした入札

　(10) 電報・ＦＡＸ・電話その他の方法による入札

９  契約書の作成

    作成します。

　　契約書記載事項の細部については、落札決定後落札者に説明します。

１０　対価の支払の時期

　　契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から３０日以内とします。

１１　落札の決定方式

　  総額決定
　予定価格の範囲内で最低の価格をもって応札をした者を落札者とします。
　なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。

１２  その他

　(1) 郵便による入札については、令和７年３月２６日（水）１７時００分必着分までを有効とします。

　　なお、事前に郵便入札の申し出を第３５０会計隊契約班まで行うとともに便着の確認を必ずお願いします。また、

　　入札金額が同額による場合は当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し、再度の入札となった場合は別途連絡します。

　(2) 入札に参加する者は、令和７年３月２４日（月）までに「資格決定通知書（写）」を提出してください。（ＦＡＸ可）

　(3) 応札する品目の規格については、品目等内訳書の規格欄に定めるもの、または同等以上のもの（他社製品含む）

　　　とします。

　(4) 同等品で入札を行おうとする場合はには、令和７年３月２４日（月）１２時までに「同等品承認申請書」を

　　　会計隊契約班の窓口に提出してください。

　(5) 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出してください。

  (6) 市場価格調査表は、令和７年３月２４日（月）１２時までに提出していただきますようご協力をお願いします。

　(7) 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊海田市駐屯地　第３５０会計隊　契約班窓口にて閲覧してください。

　(8) 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

　　　〒７３６－８５０２　広島県安芸郡海田町寿町２－１

　　　陸上自衛隊海田市駐屯地　第３５０会計隊　契約班　担当：蒲田（かばた）

　　　ＦＡＸ０８２－８２３－４２２６ (直通)

　 本公告は､陸上自衛隊海田市駐屯地第３５０会計隊又は陸上自衛隊中部方面会計隊ホームページ　https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/

　　に掲載しております

　　　ＴＥＬ０８２－８２２－３１０１（内線：２３４１)　



陸上自衛隊仕様書 

物品番号 
 

仕様書番号 １／４ 

 

役 

務 

名 

称 

安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水道

検査及び貯水槽清掃・点検 

承認年月日 令和  年  月  日 

作成年月日 令和 ７年 ２月１９日 

変更年月日 令和  年  月  日 

作成部隊等 海田市駐屯地業務隊 

１ 役務場所  広島県広島市安芸区矢野西２丁目１７（陸上自衛隊安芸宿舎） 

 

２ 役務期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 

３ 役務概要  

簡易専用水道法定検査  年１回（検査結果報告書提出） 

(1) 貯水槽清掃・加圧ポンプ点検  年１回（報告書提出） 

ア 貯水槽：FRP製 140㎥ 2槽（1槽 70㎥） 

イ 加圧給水ポンプ 荏原製作所製 65MDPE367.5 5台 

(2) 水質検査 １１項目  年１回（報告書提出） 

(4) 簡易専用水道衛生管理点検  月１回以上及び地震・台風・大雨等発生した場合で必要 

に応じ臨時点検、周囲清掃を行う。 

 

４ 一般事項 

(1) 本役務は、建築保全共通仕様書、関係諸法令及び係官の指示に基づき誠実に実施する 

こと。 

(2) 本役務において、仕様書に記載なき事項といえども技術上当然実施すべきことは実施す 

ること。 

(3) 本役務により既設の部分・機器等に破損を与えた場合は、直ちに係官に報告するととも 

に請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。 

(4) 作業場所及びその周辺での風紀・衛生・盗難・火気等については十分注意を払い、また 

常に整理整頓を行うと共に事故防止に努めること。 

(5) 作業による車両、作業員、器材の出入等により本作業場所及び周辺施設へ支障をきたす 

ことのないよう十分に配慮するとともに係官と調整しその指示に従うこと。 

(6) 清掃・点検については作業記録写真を着手前から完了までの各作業状況（着手前、作業 

中、完了）及び係官の指示した事項について、カラー撮影し、報告書と併せて提出する。 

(7) 各種作業等の日程については係官と調整のうえ決定すること。 

(8) 関係書類は、部隊側から指示されたものを速やかに提出すること。 

(9) 本作業において疑義が生じた場合は、係官に報告しその指示に従うものとする。 

 



役務件名 
安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水

道検査及び貯水槽清掃・点検 
仕様書番号 ２／４ 

５ 特記事項 

(1) 簡易専用水道法定検査 水道法第３４条の２、水道法施行規則第５５条第１項から４ 

項、第５６条第１項に基づく管理および定期検査を受検する。 

(2) 貯水槽清掃（年１回） 

ア 清掃業務 

(ｱ) 使用器具は専用のものを使用すると共に作業衣は清潔なものを着用し、作業が衛 

生的に行われるようにする。 

(ｲ) 清掃後、排水管内等の停滞水や水槽内のもらい錆等が管内に流入しないよう処理す 

ること。 

イ 消毒作業 

(ｱ) 消毒液は有効塩素５０～１００ｍｇ／Ｌの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液また 

     はこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を用いて消毒をすること。 

(ｲ) 消毒は、水槽内の全壁面・床及び天井の下面については、消毒液を高圧洗浄機等を 

   利用して噴霧により吹き付けるか、ブラシ等を用いて行う。 

(ｳ) 前期の方法により、２回以上消毒を行い消毒による排水を完全に除去すると共に、 

消毒終了後は水槽内に立ち入らないこと。 

(ｴ) 消毒後の水洗い及び水槽内への上水の注入は、消毒終了後３０分以上経過してから 

実施する。 

ウ 清掃後の水質検査    

(ｱ) 清掃後、主管送水前に各水槽ごと濁度・色度・臭気・味・残留塩素の５項目につい 

     ての水質検査を実施する。判定基準は水道法第４条の規定に基づくものとし、残留塩 

素は０．１ｍｇ／Ｌ以上から０．４ｍｇ／Ｌを基準とする。 

なお、検査検体の採取先は安芸宿舎集会所とし、細部は係官と調整する。 

(ｲ) 一般項目（１１項目）の水質検査 

清掃作業の全工程を終了し、送水後に施設端末における水質検査を実施し、試験結果 

報告書を提出する。 

       なお、本水質検査は、簡易専用水道の法定水質検査とは別の取り扱いとする。 

(3) 加圧給水ポンプ定期点検 年１回 

建築保全業務共通仕様書 第４章機械設備 第５節給排水衛生機器 4.5.7の点検項目 

を参考とし年１回点検を行い、報告書を提出する。 

(4) 簡易専用水道 法定水質検査 年１回 

水道法に基づく一般項目（１１項目）の水質検査を行い報告書を提出する。 

(5) 簡易専用水道衛生管理 月１回以上 

簡易専用水道法定検査の項目のうち施設の外観検査に則った点検・清掃を月１回以上行 

い、報告書（チェックシート）を提出するとともに、点検で不具合及び修理が必要な箇所 

が発見された場合、改善の見積書をすみやかに提出する。 

 

６ 提出書類 

(1) 簡易専用水道検査結果書（検査申込等手続き書類の写しも併せて提出） １部 

(2) 貯水槽清掃報告書（作業写真・簡易水質検査報告書・一般項目水質検査報告書） １部 

(3) 加圧ポンプ定期点検報告書（点検写真・報告書） １部 



 

役務件名 
安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水

道検査及び貯水槽清掃・点検 
仕様書番号 ３／４ 

 

(4) 簡易専用水道 法定水質検査報告書  １部 

(5) 簡易専用水道衛生管理点検報告書（点検、清掃写真） １部 

 

７ 検 査 

  各種書類提出をもって検査官の検査を行う。 

 

８ 担当者 

  海田市駐屯地業務隊厚生科厚生班（宿舎係）１等陸曹 今岡 勉 

  連絡先：０８２－８２２－３１０１（内線 ２３２８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



役務件名 
安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水道検査

及び貯水槽清掃・点検 
仕様書番号 ４／４ 
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陸上自衛隊海田市駐屯地
第３５０会計隊長　　 松尾　文親　 殿

１．件　　　　　  名　：

(消費税含まない）

（貴社様式の内訳書添付）

仕様書のとおり

１　ST

陸上自衛隊海田市駐屯地　安芸宿舎

7.4.1～8.3.31

住　　　　 所

会　 社　 名

代表者氏名 　　　印

代理人氏名

令和7年3月27日

入　札　書

分任契約担当官

安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水道検査及び貯水槽清掃・点
検

２. 金             額  ：

３．対価の支払の時期：契約の履行後、国が適法な支払請求書を受理した日から３０日以内

３. 規             格  ：

４. 数             量  ：

５．場　　　　  　所  ：

６．納　　　　　　期　：

1．「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ、下記のとおり入札します。

２．当社は、「暴力団排除に関する誓約書」に定める事項について誓約いたします。



陸上自衛隊海田市駐屯地
第３５０会計隊長　　 松尾　文親　 殿

１．件　　　　　  名　：

(消費税含まない）

仕様書のとおり

1　ST

陸上自衛隊海田市駐屯地　安芸宿舎

7.4.1～8.3.31

提出期限：

住　　　　 所

会　 社　 名

代表者氏名 　　　印

市 場 価 格 調 査 書
令和　年　月　日

６．納　　　　　期　  ：

分任契約担当官

安芸（Ｒ７）宿舎簡易専用水道検査及び貯水槽清掃・点検

２. 金             額  ：

３．規　　　　　格　  ：

４．数　　　　　量　  ：

５．場　　　　  　所  ：

　本件に際しまして、広く市場価格調査を実施し、適切な価格の把握に努め予定価格の算

定の資料とするため、各取引業者の方々にご協力を頂いております。市場価格調査表に金

額をご記入の上、FAXでご返信御願い致します。

令和７年３月２４日（月）１２時まで（ＦＡＸ可）

FAX:０８２－８２３－４２２６


